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令和５年高取町議会第３回定例会提案理由説明 

 

 

 本定例会に上程いたします議案は、発議案件１件、選挙案件１件、同意案件２件、認定案件

２件、報告案件２件、議決案件５件、合計１３件です。 

 なお、各議案につきましては、後日各委員会で関係課長から詳細を説明いたします。 

 

日程４ 「発第１号 高取町議会特別委員会の設置について」 

 

 地方自治法第１０９条第１項及び高取町議会委員会条例第５条第１項の規定により、高

取町決算審査特別委員会を設置するものです。 

 

日程５ 「選第１号  高取町選挙管理委員会の委員及び同補充員の選挙につい

て」 

 

地方自治法第１８２条第１項及び第２項の規定により、選挙管理委員及び同補充員の選

挙を行うものです。 

 

日程６ 「同第１号 高取町教育長の任命について」 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、高取町教育長の 

   任命について議会の同意を求めるものです。 

 

日程７ 「同第２号 高取町監査委員の選任について」 

 

地方自治法第１９６条第１項の規定により、高取町監査委員の選任について、議会の同

意を求めるものです。 

 

日程８ 「認第１号 令和４年度高取町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認

定について」 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度高取町一般会計、国民健康保険

特別会計、下水道事業特別会計、介護保険特別会計、学校給食特別会計及び後期高齢者医
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療特別会計の歳入歳出決算について、監査委員の意見を付けて議会の認定に付するもので

す。 

 

日程９ 「認第２号 令和４年度高取町水道事業会計決算の認定について」 

 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和４年度高取町水道事業会計の決算につ

いて、監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものです。 

 

日程１０ 「報第１号 専決処分の報告について(令和５年８月１日専決) 

   （令和５年度高取町一般会計補正予算（第４号））」 

 

歳入歳出予算の補正                                                   

 

   補正予算額                      ７０，２００千円 

（財源内訳）  

国庫支出金／国庫補助金            ６，５００千円 

繰入金／繰入金               １４，９００千円 

町債／町債                 ４８，８００千円 

 

補正後予算総額                 ４，０２５，９３４千円 

 

 《予算委員会》 

 

・公共土木施設災害復旧費において、令和５年６月２日の大雨により被災した箇所の復旧

工事の実施に伴い、各費目合計５５，０００千円を増額補正するものです。 

＜事業課＞ 

 

・公共土木施設災害復旧費において、令和５年６月２日の大雨により被災した与楽カンジ

ョ古墳、与楽鑵子塚古墳の復旧工事の実施に伴い、各費目合計１５，２００千円を増額

補正するものです。                             ＜教育委員会＞ 

 

日程１１ 「報第２号 専決処分の報告について(令和５年８月１日専決) 

   （高取町子ども医療費助成条例の一部改正について）」 
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 《教育厚生委員会》 

 

・子ども医療費助成制度の改正に伴い、規定の整備を行うため、高取町子ども医療費助成

条例の一部を改正するものです。                    ＜住民課＞ 

 

日程１２ 「議第１号 人権擁護委員候補者の推薦について」 

 

人権擁護委員候補者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議 

 会の意見を求めるものです。 

 

日程１３ 「議第２号 令和５年度高取町一般会計補正予算（第５号）」 

 

歳入歳出予算の補正                                                   

 

   補正予算額                      ２５，３６８千円 

（財源内訳）  

     国庫支出金／国庫負担金                ２千円 

     県支出金／県負担金                  １千円 

     繰越金／繰越金               ２５，３６５千円 

 

補正後予算総額                 ４，０５１，３０２千円 

 

 《予算委員会》 

 

・老人福祉費において、介護保険特別会計の補正に伴い、繰出金３４５千円を増額補正す

るものです。                                                      ＜福祉課＞ 

 

・国民健康保険費において、国民健康保険特別会計の補正に伴い、繰出金２，０２３千円

を増額補正するものです。                                          ＜住民課＞ 

 

・基金費において、令和４年度の決算における繰越金のうち一部を財政調整基金に積み立

てるため、積立金２３，０００千円を増額補正するものです。             ＜総務課＞ 

 

《人件費補正》 
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・令和５年４月１日付けの人事異動等に対応するため、人件費の予算科目の組替補正をす

るものです。                                                       ＜総務課＞ 

 

日程１４ 「議第３号 令和５年度高取町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

号）」 

 

  歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                    ２１，０８１千円 

   （財源内訳）  

          県支出金／県負担金          ２，９７０千円 

          繰入金／繰入金            ２，１１１千円 

          繰越金／繰越金           １６，０００千円 

 

   補正後予算総額                 ９４６，００９千円 

《予算委員会》 

 

・一般管理費、賦課徴収費及び健康対策費において、人事異動等に対応するため、各費目 

合計２，１１１千円を増額補正するものです。               ＜住民課＞ 

 

・賦課徴収費において、法改正に伴うシステム改修を行うため、委託料２，９７０千円を 

増額補正するものです。                            ＜住民課＞ 

 

・基金費において、令和４年度の決算剰余金のうち一部を国民健康保険財政調整基金に積 

み立てるため、積立金１６，０００千円を増額補正するものです。         ＜住民課＞ 

 

日程１５ 「議第４号 令和５年度高取町介護保険特別会計補正予算（第１号）」 

 

  ≪保険事業勘定≫ 

  歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                    ４６，５７６千円 

   （財源内訳）   

          保険料／介護保険料            ６８７千円 
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                    国庫支出金／国庫補助金        １，１５１千円 

          支払基金交付金／支払基金交付金      １３１千円 

          県支出金／県補助金            ５７５千円 

                    繰入金／一般会計繰入金          ３４５千円 

                    繰入金／介護サービス事業勘定繰入金    ２３７千円 

          繰越金／繰越金           ４３，４５０千円 

 

   補正後予算総額                 ９８３，７５２千円 

 

 ≪介護サービス事業勘定≫ 

  歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                       ２３７千円 

   （財源内訳）   

          繰越金／繰越金              ２３７千円 

                                                  

   補正後予算総額                   ５，６９０千円 

 

《予算委員会》 

 

・任意事業費において、高齢者見守りあんしんシステムの利用対象者を拡充するため、委託料

２，９９１千円を増額補正するものです。                                 ＜福祉課＞ 

 

・償還金において、国庫負担金等の過年度分返還金として、償還金、利子及び割引料３７，２

５７千円を増額補正するものです。                    ＜福祉課＞ 

 

・基金費において、介護給付費準備基金への積立のため、積立金６，３２８千円を増額補正す

るものです。                              ＜福祉課＞ 

 

・保険事業勘定繰出金において、サービス事業勘定から保険事業勘定への繰出金として、繰出

金２３７千円を増額補正するものです。                              ＜福祉課＞ 

 

日程１６ 「議第５号 高取町過疎地域持続的発展計画の変更について」 
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《総務経済建設委員会》 

 

・高取町過疎地域持続的発展計画に新たな事業を追加するため、過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第８条第 10 項の規定において準用す

る同条第１項の規定に基づき、同計画を変更しようとするものです。    ＜総務課＞ 


